
出願

方式審査

実体審査

拒絶査定通知

拒絶理由通知

不備なし又は不備解消

拒絶理由あり

拒絶理由解消せず

不備の通知
不備あり

欠落部分の提出、補正等

拒絶理由なし又は拒絶理由解消

補正書、意見書
（２カ月、延長可）

特許権付与審判（第一審）
（産業財産庁長官）

不服
（９０日以内）

審判（第二審）
（科学技術環境大臣）

インスパイア国際特許事務所
[権利化フローチャート]

－ベトナム－

審査請求
（出願日又は優先日から４２カ月以内）

（正当理由ある場合には最大６カ月延長可）

出願公開
（出願日若しくは優先日から１９カ月、
又は、出願受領決定から２カ月、

のいずれか遅い方）

登録手続
（１カ月、延長可）

＊本フローはあくまで代表例を概略的に示したものであり、
省略されている手続や異なる手続があり得ることに
ご留意下さい。

特許権付与通知

不服
（３０日以内）

出願受領決定通知

裁判所への行政訴訟

不服
（３０日以内）

出願人の手続き

特許庁の手続き


